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(57)【要約】
【課題】制御伝送装置からのノッチ情報だけでなく、ブ
レーキ制御装置におけるノッチ情報の認識の適否を判定
する機能を備えたモニタリング装置を提供する。
【解決手段】制御伝送中央装置２０のノッチ情報取得手
段２１により、この入力されたノッチ情報を取得し、中
央制御部２２は、当該ノッチ情報を伝送処理手段２３を
通じてモニタリング中央装置１０とブレーキ制御装置３
０に出力する。ブレーキ制御装置３０は、このノッチ情
報に従いブレーキ力データと、このノッチ情報をモニタ
リング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１
０に送信する。モニタリング中央装置１０では、検査制
御部１１のブレーキノッチ情報判定手段１１ｃが、ブレ
ーキ制御装置３０が制御伝送端末装置２０ａから取得し
たノッチ情報を認識し、その適否を判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載する機器に対して各種の検査を行い、検査結果を出力するモニタリング装置
において、
　前記各機器を制御する制御装置からの前記車両に対する力行又はブレーキのノッチ情報
を受け付け、
　検査対象の機器が認識した前記車両に対する力行又はブレーキのノッチ情報を受け付け
、
　前記制御装置からのノッチ情報と、前記検査対象の機器が認識したノッチ情報と、が一
致するかを判定する手段を備えることを特徴とするモニタリング装置。
【請求項２】
　前記検査対象の機器は、前記車両のブレーキ機構を制御するブレーキ制御装置であり、
　前記ブレーキ制御装置からのブレーキ力の適否を判定するブレーキ力判定手段を備える
ことを特徴とする請求項１に記載のモニタリング装置。
【請求項３】
　前記検査対象の機器は、力行トルクを生じさせる主変換装置であり、
　前記主変換装置からの出力電流の適否を判定することを特徴とする請求項１に記載のモ
ニタリング装置。
【請求項４】
　前記検査対象の機器は、特高圧機器であり、
　正常に駆動しない前記特高圧機器に関する情報を自動的に出力することを特徴とする請
求項１に記載のモニタリング装置。
【請求項５】
　前記特高圧機器に関する情報は、当該機器が搭載された車両情報を含むことを特徴とす
る請求項４に記載のモニタリング装置。
【請求項６】
　ＡＴＣ試験器からの前記車両の速度情報に基いて前記ブレーキ制御装置に記憶されたブ
レーキ力と、前記速度情報に基づく適正ブレーキ力と、が一致するかを判定する手段を備
えたことを特徴とする請求項２に記載のモニタリング装置。
【請求項７】
　前記ブレーキ力判定手段は、ＡＴＣブレーキの各ノッチ動作時の前記ブレーキ力の適否
を判定することを特徴とする請求項２に記載のモニタリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両が搭載する各機器に対して行う各種の検査機能を備えたモニタリング装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉄道車両が搭載する各種機器の検査をするための試験装置として、自動検査機能
を搭載した車上の運転台に設置されるモニタリング装置が一般的に使用されている。また
、このような自動検査機能を有するモニタリング装置は、従来から交番検査、全般検査等
に用いられている。
【０００３】
　この自動検査機能とは、例えば、ブレーキ試験で言えば、車両からのブレーキノッチ、
速度パルス等の情報を読取って所定の制御プログラムに基づいて演算処理を行い、走行条
件に対応したブレーキ力データを車両へ出力し、このブレーキ力データと基準値とを対比
することでブレーキ動作の適否を判断するものである。
【０００４】
　また、以前は手動によってもブレーキ試験を行っており周波数発生器で発生させた速度
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パルスを入力し、手動操作により模擬的にアナログ信号等を発生させることで、車両から
出力されたブレーキ力データを測定し、当該測定値と所定の基準値とを照合させてブレー
キ試験の適否を判断していた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記のような自動検査機能のうち、制御装置を使用してブレーキ試験を実施
する場合では、主幹制御装置であるマスコンからのノッチ情報を制御装置からブレーキ制
御装置に送信することで当該ブレーキ制御装置の出力値であるブレーキ力データを試験の
判定対象としていた。また、このような方法では、上記制御装置で取得したノッチ情報を
モニタリング装置に送信する。
【０００６】
　そのため、モニタリング装置において、制御装置に接続されたマスコンから取得したノ
ッチ情報の適否やブレーキ制御装置から出力されたブレーキ力データの適否を検査するこ
とは可能であった。
【０００７】
　また、上記制御装置には、列車を走行させるためのトルクを発生させる主変換装置が接
続されているのが一般的であり、モニタリング装置上では、この主変換装置からの出力で
ある電流データを表示させることでユーザに確認させていた。
【０００８】
　しかしながら、このようなモニタリング装置では、制御装置からのノッチ情報を直接認
識することができる一方で、ブレーキ制御装置に送られた制御装置からのノッチ情報に関
して、当該ブレーキ制御装置が適切に認識しているかの判断は行われていなかった。
【０００９】
　本発明は、上記のような課題を解消するために提案されたものであって、その目的は、
制御伝送装置からのノッチ情報だけでなく、ブレーキ制御装置で認識したノッチ情報をも
受け付け、当該ブレーキ制御装置における認識の適否を判定する機能を備えたモニタリン
グ装置を提供することにある。また、主変換装置におけるノッチ情報の認識の適否を判定
する機能を有することも本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した目的を達成するために、本発明は、車両に搭載する機器に対して各種の検査を
行い、検査結果を出力するモニタリング装置において、前記各機器を制御する制御装置か
らの前記車両に対する力行又はブレーキのノッチ情報を受け付け、検査対象の機器が認識
した前記車両に対する力行又はブレーキのノッチ情報を受け付け、前記制御装置からのノ
ッチ情報と、前記検査対象の機器が認識したノッチ情報と、が一致するかを判定する手段
を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、前記検査対象の機器は、前記車両のブレーキ機構を制御するブレーキ
制御装置であり、前記ブレーキ制御装置からのブレーキ力の適否を判定するブレーキ力判
定手段を備える点も一態様である。さらに、力行トルクを生じさせる主変換装置を検査対
象の機器とし、この主変換装置からの出力電流の適否を判定することも本発明の一態様で
ある。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のような本発明によれば、制御伝送装置からのノッチ情報だけでなく、制御伝送装
置からブレーキ制御装置に送られるノッチ情報も受け付けることができる。これにより、
制御伝送装置からのノッチ情報と制御装置からのノッチ情報を対比することで、当該ブレ
ーキ制御装置におけるノッチ情報の認識が適切に行われたかの判断が可能となる。すなわ
ち、ブレーキ制御装置のノッチ認識機能の検査を行うことができる。
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【００１３】
　また、主変換装置の検査時においても、当該主変換装置からのノッチ情報と制御伝送装
置からのノッチ情報を対比することで、この主変換装置におけるノッチ情報の認識の適否
を判定することができる。これにより、ブレーキ検査及び主変換装置の検査の精度を向上
させると共に、従来と比較して、検修員の負荷を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
［本実施形態］
［１．第１の実施形態］
［１．１．全体構成］
　次に、第１の実施形態に係る全体構成を図１を参照して以下に説明する。なお、図１は
、列車の各車両が搭載する各種機器と当該機器の検査を行うモニタリング装置との接続を
示したブロック構成図である。
【００１５】
　まず、本発明を含む全体のシステムの概略を説明すると、本システムは、各機器に種々
の検査に必要な情報を送信し、応答情報から当該機器の検査結果を記憶すると共に通知す
るモニタリング中央装置１０を備えている。そして、ユーザにより力行やブレーキ操作が
行われるマスコン５０を通じて列車の加速走行の要求があった場合に、列車に必要な力行
トルクを演算したり、マスコン５０からのノッチ情報をモニタリング中央装置１０や後述
するブレーキ制御装置３０等に伝送するなど、列車内の種々の機器を制御する制御伝送中
央装置２０を有している。
【００１６】
　また、列車の各車両には、このモニタリング中央装置１０の端末としてモニタリング端
末装置１０ａ（例えば、５車両の場合には、１０ａ～１０ｅ）と、制御伝送中央装置２０
の端末として制御伝送端末装置２０ａ（例えば、５車両の場合には、２０ａ～２０ｅ）と
、を各々備えている。そして、車上検査対象の機器として、ブレーキ制御装置３０と主変
換装置４０が制御伝送端末装置２０ａ及びモニタリング端末装置１０ａに各々接続されて
いる。
【００１７】
　ブレーキ制御装置３０は、制御伝送中央装置２０、制御伝送端末装置２０ａを介して取
得したノッチ情報に基づいてブレーキ力を発生させるものであり、主変換装置４０は、同
じく制御伝送中央装置２０、制御伝送端末装置２０ａを介して取得したノッチ情報に基づ
いて列車を走行させる力行トルクと停止させる回生ブレーキトルクとを発生させるもので
ある。
【００１８】
［１．１．２．具体的な構成］
　次に、図２を参照して、上記各機器をより詳細に説明する。
　モニタリング中央装置１０は、各機器からの応答情報に従い検査を行う検査制御部１１
を備え、この検査制御部１１は、マスコン５０を通じて入力された制御伝送中央装置２０
からのノッチ情報を認識し、その適否を判定する制御ノッチ情報判定手段１１ａを有して
いる。具体的には、この制御ノッチ情報判定手段１１ａは、受信した制御伝送中央装置２
０からのノッチ情報が、入力されたノッチ情報と同一であるかを判断することで制御伝送
装置２０における認識の適否を判定する。
【００１９】
　また、検査制御部１１は、ブレーキ制御装置３０からの出力であるブレーキ力データを
認識し、その適否を判定するブレーキ力判定手段１１ｂを備えている。具体的には、検査
制御部２０に出力されたブレーキ力データが入力されたノッチ情報に対応する所定値と一
致するかにより適否が判定される。
【００２０】
　そして、本実施形態では、特に、ブレーキ制御装置３０において認識した制御伝送端末
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装置２０ａからのノッチ情報の適否を判定するブレーキノッチ情報判定手段１１ｃを有す
る点に特徴がある。このブレーキノッチ情報判定手段１１ｃは、ブレーキ制御装置３０に
おいて認識したノッチ情報が、制御伝送装置２０において認識したノッチ情報と一致する
かを判断することで、当該ブレーキ制御装置３０におけるノッチ情報の認識の適否が判定
される。
【００２１】
　また、検査制御部１１は、主変換装置４０からの出力電流データを認識し、その適否を
判定する電流値判定手段１１ｄを備えている。具体的には、この電流値判定手段１１ｄは
、主変換装置４０からの出力電流データが、入力されたノッチ情報に基づく所定の値と一
致するかを判断することで当該出力電流データの適否を判定する。
【００２２】
　特に、本実施形態では、主変換装置４０において認識した制御伝送端末装置２０ａから
のノッチ情報の適否を判定する主変換ノッチ情報判定手段１１ｅを有する点に特徴がある
。この主変換ノッチ情報判定手段１１ｅは、主変換装置４０において認識したノッチ情報
が、制御伝送装置２０において認識したノッチ情報と一致するかを判断することで、当該
主変換装置４０におけるノッチ情報の認識の適否が判定される。
【００２３】
　また、モニタリング中央装置１０は、データ伝送を行う伝送処理手段１２と、タッチパ
ネルや操作部を通じてユーザからの入力を処理する入力処理手段１３と、種々の情報を表
示させる表示手段１４と、各機器に必要な検査プログラムが記憶され、さらに検査結果を
記憶する記憶手段１５と、を備えている。
【００２４】
　制御伝送中央装置２０は、マスコン５０を通じた力行やブレーキ操作により当該マスコ
ン５０からのノッチ情報を取得するノッチ情報取得手段２１と、ノッチ情報取得手段２１
により取得したノッチ情報に基づいて力行トルクや回生ブレーキトルクを演算し、また各
種機器を制御する中央制御部２２と、を備えている。さらに、データの伝送を処理する伝
送処理手段２３を有している。
【００２５】
　なお、ブレーキ制御装置３０の構成は一般的なものであるため説明は省略するが、本シ
ステムにおけるブレーキ制御装置３０は、発生させたブレーキ力データだけでなく、認識
したノッチ情報もモニタリング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に送信
する。また、主変換装置４０においても、出力電流データだけでなく、認識したノッチ情
報をモニタリング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に送信する。
【００２６】
［１．２．１．作用（１）］
　次に、上記のような構成を有する第１の実施形態に係るブレーキ検査時の作用を以下に
説明する。なお、下記の作用はブレーキ検査に関するものであるので、本システムにおい
て構成上、主変換装置４０を設けないものであってもよい。
【００２７】
　まず、ブレーキ検査を開始するにあたり、ユーザは、モニタリング中央装置１０を立ち
上げ、例えば、入力処理手段１３を通じて車上検査のうちブレーキ検査を選択する。これ
により、モニタリング中央装置１０の伝送処理手段１２を介して制御伝送中央装置２０に
ブレーキ検査の開始指令が下され、当該指令は制御伝送中央装置２０から制御伝送端末装
置２０ａに送信される。
【００２８】
　ブレーキ検査の開始指令が制御伝送中央装置２０、制御伝送端末装置２０ａに伝送され
ると、ユーザによりマスコン５０を通じて設定されるノッチ情報が制御伝送中央装置２０
に入力される。制御伝送中央装置２０のノッチ情報取得手段２１により、この入力された
ノッチ情報が取得され、中央制御部２２は、当該ノッチ情報を伝送処理手段２３を通じて
モニタリング中央装置１０とブレーキ制御装置３０に出力する。なお、ブレーキ制御装置
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３０にノッチ情報を出力する際は、当該ブレーキ制御装置３０が設けられた車両内に配設
される制御伝送端末装置２０ａを介して行われる。
【００２９】
　ブレーキ制御装置３０は、このノッチ情報に従い、ブレーキ力データをモニタリング端
末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に出力する。さらに、ブレーキ制御装置
３０は、当該ブレーキ制御装置３０が認識したこのノッチ情報をモニタリング端末装置１
０ａを介してモニタリング中央装置１０に送信する。
【００３０】
　モニタリング中央装置１０では、制御伝送中央装置２０から送信されたノッチ情報を伝
送処理手段１２により受信し、検査制御部１１の制御ノッチ情報判定手段１１ａにより当
該ノッチ情報の適否が判定される。すなわち、制御ノッチ情報判定手段１１ａは、受信し
た制御伝送中央装置２０からのノッチ情報がユーザにより入力されたノッチ情報と一致す
るかを判定する。一致すると判定された場合には、制御伝送中央装置２０におけるノッチ
情報の認識は適切であり、一致しない場合と判定された場合には、当該制御伝送中央装置
２０におけるノッチ情報の認識は不適切である。
【００３１】
　また、モニタリング中央装置１０では、ブレーキ制御装置３０から出力されたブレーキ
力データを検査制御部１１のブレーキ力判定手段１１ｂが認識し、その適否を判断する。
すなわち、ブレーキ力判定手段１１ｂは、受信したブレーキ制御装置３０からのブレーキ
力データが、ユーザにより入力されたノッチ情報に対応する所定値と一致するかを判定す
る。
【００３２】
　一致すると判定された場合、ブレーキ制御装置３０からの出力であるブレーキ力データ
は適切であり、一致しない場合と判定された場合、当該ブレーキ制御装置３０からのブレ
ーキ力データは不適切である。なお、ノッチ情報に対応する所定の電流値は、予めノッチ
毎に記憶手段１５に記憶されている。
【００３３】
　さらに、検査制御部１１のブレーキノッチ情報判定手段１１ｃが、ブレーキ制御装置３
０が制御伝送端末装置２０ａから取得したノッチ情報を認識し、その適否を判定する。具
体的には、ブレーキノッチ情報判定手段１１ｃは、ブレーキ制御装置３０からノッチ情報
を受信し、このノッチ情報が、受信した制御伝送装置２０からのノッチ情報と一致するか
を判定する。ブレーキノッチ情報判定手段１１ｃにより一致すると判定された場合には、
ブレーキ制御装置３０におけるノッチ情報の認識は適切であり、一致しないと判定された
場合には、当該ブレーキ制御装置３０におけるノッチ情報の認識は不適切である。
【００３４】
　このように本実施形態では、モニタリング中央装置１０では、制御伝送中央装置２０か
らのノッチ情報と、ブレーキ制御装置３０からのブレーキ力データに加え、当該ブレーキ
制御装置３０において認識したノッチ情報の適否も判定する。なお、これらの判定結果は
検査結果として表示手段１４に表示されると共に記憶手段１５に記憶される。
【００３５】
［１．２．２．作用（２）］
　また、第１の実施形態では、検査対象機器を主変換装置４０とする下記のような作用を
有する。なお、下記では、主変換装置４０の検査について説明するので、本システムの構
成上、ブレーキ制御装置３０を設けなくても構わない。
【００３６】
　まず、例えば、ブレーキ検査の代わりに、入力処理手段１３を通じて車上検査のうち主
変換装置検査を選択することで、当該検査は開始される。この選択により、モニタリング
中央装置１０の伝送処理手段１２を介して制御伝送中央装置２０に主変換装置検査の開始
指令が下され、当該指令は制御伝送中央装置２０から制御伝送端末装置２０ａに送信され
る。
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【００３７】
　主変換装置検査の開始指令が制御伝送中央装置２０、制御伝送端末装置２０ａに伝送さ
れると、ユーザによりマスコン５０を通じて設定されるノッチ情報が制御伝送中央装置２
０に入力される。制御伝送中央装置２０のノッチ情報取得手段２１によりこの入力された
ノッチ情報が取得され、中央制御部２２は、当該ノッチ情報を伝送処理手段２３を通じて
モニタリング中央装置１０と主変換装置４０に出力する。なお、主変換装置４０に出力す
る際は、当該主変換装置４０が設けられた車両内に配設される制御伝送端末装置２０ａを
介してノッチ情報が送信される。
【００３８】
　主変換装置４０は、このノッチ情報に従い、列車を走行させるトルクとなる電流データ
をモニタリング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に出力する。さらに、
主変換装置４０は、当該主変換装置４０が認識したこのノッチ情報をモニタリング端末装
置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に送信する。
【００３９】
　モニタリング中央装置１０では、制御伝送中央装置２０から出力されたノッチ情報を伝
送処理手段１２により受信し、検査制御部１１の制御ノッチ情報判定手段１１ａにより当
該ノッチ情報が認識され、適否が判定される。すなわち、上記［１．２．１．作用（１）
］と同様に、制御ノッチ情報判定手段１１ａは、受信した制御伝送中央装置２０からのノ
ッチ情報がユーザにより入力されたノッチ情報と一致するかを判定する。
【００４０】
　また、モニタリング中央装置１０は、主変換装置４０から出力された電流データを検査
制御部１１の電流値判定手段１１ｄが認識し、その適否を判断する。具体的には、電流値
判定手段１１ｄは、主変換装置４０からの出力電流データが入力されたノッチ情報に基づ
く所定の電流値と一致するかを判定する。一致すると判定した場合には、主変換装置４０
による出力電流データは適切であり、一致しないと判定された場合には、主変換装置４０
による出力電流データは不適切であるため当該主変換装置４０に異常が生じている。
【００４１】
　さらに、検査制御部１１の主変換ノッチ情報判定手段１１ｅは、主変換装置４０が制御
伝送端末装置２０ａから取得したノッチ情報を認識し、その適否を判定する。具体的には
、主変換ノッチ情報判定手段１１ｅは、主変換装置４０からノッチ情報を受信し、このノ
ッチ情報が、受信した制御伝送装置２０からのノッチ情報と一致するかを判定する。主変
換ノッチ情報判定手段１１ｅにより一致すると判定された場合には、主変換装置４０にお
けるノッチ情報の認識は適切であり、一致しないと判定された場合には、当該主変換装置
４０におけるノッチ情報の認識は不適切である。
【００４２】
　このようにモニタリング中央装置１０では、制御伝送中央装置２０からのノッチ情報と
、主変換装置４０からの出力電流データに加え、当該主変換装置４０において認識したノ
ッチ情報の適否も判定する。なお、これらの判定結果は検査結果として表示手段１４に表
示されると共に記憶手段１５に記憶される。
【００４３】
　以上のような第１の実施形態によれば、制御伝送装置からのノッチ情報だけでなく、制
御伝送装置からブレーキ制御装置に送られるノッチ情報も受け付けることができる。これ
により、制御伝送装置からのノッチ情報と制御装置からのノッチ情報を対比することで、
当該ブレーキ制御装置におけるノッチ情報の認識が適切に行われたかの判断が可能となる
。すなわち、ブレーキ制御装置のノッチ認識機能の検査を行うことができる。
【００４４】
　また、主変換装置の検査時においても、当該主変換装置からのノッチ情報と制御伝送装
置からのノッチ情報を対比することで、この主変換装置におけるノッチ情報の認識の適否
を判定することができる。これにより、そのため、ブレーキ検査及び主変換装置の検査の
精度を向上させると共に、従来と比較して、検修員の負荷を軽減することができる。
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【００４５】
［２．第２の実施形態］
［２．１．構成］
　次に、図３を参照して、ブレーキ制御装置３０において発生するブレーキ力データのバ
ックアップ検査を行う第２の実施形態の構成について説明する。なお、第１の実施形態と
共通する構成は同じ符号を付し説明は省略する。
【００４６】
　第２の実施形態では、図３の通り、第１の実施形態の構成において、制御伝送中央装置
２０に自動列車制御装置６０（以下、ＡＴＣ試験器と称する）を接続した点を特徴とする
。これにより、ＡＴＣ試験器６０において制御された列車の速度情報をブレーキ制御装置
３０に送信することが可能となり、当該ブレーキ制御装置３０では、この速度に対応して
発生させたブレーキ力データをバックアップすることが可能となる。
【００４７】
　また、モニタリング中央装置１０の検査制御部１１は、ブレーキ制御装置３０において
行われたブレーキ力データのバックアップが適切に行われているかを判定するブレーキバ
ックアップ判定手段１１ｆを備えている。このブレーキバックアップ判定手段１１ｆは、
ブレーキ制御装置３０においてバックアップされたブレーキ力データと、速度情報に対応
して予め記憶手段１５に記憶されているブレーキ力データとが一致するかを判断すること
で、当該ブレーキ制御装置３０におけるバックアップが適切に行われているかを判定する
。
【００４８】
　なお、それ以外の構成は、図１及び２に示した第１の実施形態のそれと同様であり、ま
た、ブレーキ力データのバックアップ検査を実施しているのであるから、構成上、主変換
装置４０を設けないものであっても構わない。
【００４９】
［２．２．作用］
　次に、上記構成を有する第２の実施形態に係る作用を以下に説明する。
　まず、モニタリング中央装置１０において、例えば、入力処理手段１３を通じて車上検
査のうちブレーキバックアップ検査を選択することで、当該検査は開始される。
【００５０】
　この選択により、モニタリング中央装置１０の伝送処理手段１２を介して制御伝送中央
装置２０にブレーキバック検査の開始指令が下され、当該指令は制御伝送中央装置２０か
ら制御伝送端末装置２０ａに送信される。また、ブレーキ制御装置３０に対しても、モニ
タリング端末装置１０ａを介してブレーキバックアップ検査の開始指令が送信される。そ
して、ＡＴＣ試験器６０で制御された実際に必要とするブレーキバックアップの条件とな
る列車の速度情報を制御伝送中央装置２０、ブレーキ制御装置３０及びモニタリング中央
装置１０に送信する。
【００５１】
　伝送処理手段２３を通じて受信した制御伝送中央装置２０では、中央制御部２２が、当
該速度情報に対応するノッチ情報をモニタリング中央装置１０とブレーキ制御装置３０に
出力する。なお、ブレーキ制御装置３０にノッチ情報を出力する際は、当該ブレーキ制御
装置３０が設けられた車両内に配設される制御伝送端末装置２０ａを介して行われる。
【００５２】
　ブレーキ制御装置３０では、ＡＴＣ試験器６０から送られた速度情報に基づいてブレー
キ力データを発生させ、このブレーキ力データを速度情報に対応させてバックアップする
。なお、ＡＴＣ試験器６０からの速度を、必要とするブレーキ力に対応させて調整するこ
とで、種々の速度に対するブレーキ力データのバックアップが可能となる。
【００５３】
　また、ブレーキ制御装置３０は、このバックアップされたブレーキ力データを速度情報
に対応させてモニタリング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に出力する
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。さらに、ブレーキ制御装置３０は、当該ブレーキ制御装置３０が認識したノッチ情報を
モニタリング端末装置１０ａを介してモニタリング中央装置１０に送信する。
【００５４】
　そして、ブレーキバックアップ判定手段１１ｆは、ＡＴＣ試験器６０からの速度情報に
対応するブレーキ力データを記憶手段１５から読み出し、受信したブレーキ制御装置３０
からのブレーキ力データと比較する。つまり、ブレーキバックアップ判定手段１１ｆは、
速度情報を共通にするブレーキ制御装置３０からのブレーキ力データと、読出しだブレー
キ力データとが一致するかを判定することでブレーキ制御装置３０におけるバックアップ
の適否を判定する。一致すると判定された場合には、ブレーキ制御装置３０におけるブレ
ーキ力データのバックアップは適切に行われており、一致しないと判定された場合には、
当該バックアップは適切に行われておらず、ブレーキ制御装置３０のバックアップ機能に
異常を検出する。
【００５５】
　また、第１の実施形態と同様に、モニタリング中央装置１０では、制御伝送中央装置２
０から出力されたノッチ情報を伝送処理手段１２により受信し、検査制御部１１の制御ノ
ッチ情報判定手段１１ａにより当該ノッチ情報が認識され、適否が判定される。また、検
査制御部１１のブレーキノッチ情報判定手段１１ｃは、ブレーキ制御装置３０が制御伝送
端末装置２０ａから取得したノッチ情報を認識し、その適否を判定する。なお、これらの
判定結果は検査結果として表示手段１４に表示されると共に記憶手段１５に記憶される。
　
【００５６】
　以上のような第２の実施形態によれば、従来では、モニタリング装置からブレーキ制御
装置に検査情報を送ることで当該ブレーキ制御装置では模擬的にブレーキ力データを発生
させ、そのデータのバックアップの適否を判定していたのに対し、ＡＴＣ試験器を接続す
ることで実際の速度情報に基づいてブレーキ力を発生させ、そのバックアップの適否を判
定することが可能となる。そのため、より精度の高いバックアップ検査を実現することが
できる。
【００５７】
［３．第３の実施形態］
［３．１．構成］
　次に、ＡＴＣのブレーキ機能を検査する第３の実施形態の構成について、図４を参照し
て以下に説明する。なお、第１の実施形態と共通する構成は同じ符号を付し説明は省略す
る。
【００５８】
　図４の通り、第３の実施形態では、ＡＴＣによる各ブレーキノッチに対してブレーキ機
能を検査することができるＡＴＣブレーキ試験器７０を制御伝送中央装置２０に接続する
ことを特徴とする。すなわち、このＡＴＣブレーキ試験器７０を設けることで、ＡＴＣブ
レーキノッチの全ての各ノッチに対してブレーキ機能の検査を行うことができる。
【００５９】
　実際には、ＡＴＣブレーキ試験器７０内のブレーキノッチ模擬スイッチを操作すること
で各ノッチを指定し、このノッチ情報に基づいたブレーキ機能を検査することができる。
なお、それ以外の構成は、図１及び２に示した第１の実施形態のそれと同様であり、また
、構成上、主変換装置４０を設けないものであっても構わない。
【００６０】
［３．２．作用］
　次に、上記構成を有する第３の実施形態に係る作用を以下に説明する。
　第３の実施形態に係る作用は、マスコン５０からのノッチ情報入力の代わりに、ＡＴＣ
ブレーキ試験器７０により各ブレーキノッチに対してブレーキ機能の検査が可能となるだ
けであって、このＡＴＣブレーキ試験器７０で指定した各ブレーキノッチに対して検査を
行うといった点以外、第１の実施形態の上記［１．２．１．作用（１）］で示したブレー
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キ検査と同様である。
【００６１】
　つまり、モニタリング中央装置１０において、例えば、入力処理手段１３を通じて車上
検査のうちＡＴＣブレーキ検査を選択することで、当該検査は開始され、モニタリング中
央装置１０の伝送処理手段１２を介して制御伝送中央装置２０にＡＴＣブレーキ検査の開
始指令が下され、当該指令は制御伝送中央装置２０から制御伝送端末装置２０ａに送信さ
れる。また、ブレーキ制御装置３０に対しても、モニタリング端末装置１０ａを介してＡ
ＴＣブレーキ検査の開始指令が送信される。
【００６２】
　そして、ＡＴＣブレーキ試験器７０において、ユーザはブレーキノッチ模擬スイッチを
操作することで、全てのＡＴＣブレーキノッチのうち所望のブレーキノッチを指定し、当
該指定されたブレーキノッチが制御伝送中央装置２０に送信される。これ以降は、第１の
実施形態の上記［１．２．１．作用（１）］と同様である。なお、各ノッチの指定は、ユ
ーザにより例えば３～９ノッチまで模擬的にＯＮ／ＯＦＦすることで設定される。
【００６３】
　以上のような第３の実施形態によれば、従来では、検査対象となるＡＴＣブレーキノッ
チは制限されていたのに対し、ＡＴＣブレーキ試験器を設けることで全てのブレーキノッ
チに対してブレーキ検査を実施することが可能となり、検査精度の向上と不良箇所の迅速
な発見に寄与している。
【００６４】
［他の実施形態］
　なお、本発明は、上記のような実施形態に限定するものではなく、下記のような特高圧
機器の駆動検査の結果を表示手段に表示する実施形態も包含する。すなわち、本発明は、
モニタリング中央装置１０の検査制御部１１に、特高圧機器の駆動の適否を判定する特高
圧機器駆動判定手段１１ｇを備えている
【００６５】
　具体的には、この特高圧機器駆動判定手段１１ｇは、車両の運転台に搭載されているＶ
ＣＢ制御用スイッチやパンタグラフ上下駆動用スイッチを操作することで、この操作通り
に特高圧機器が駆動しているかを判定する。特高圧機器駆動判定手段１１ｇにより特高圧
機器が上記スイッチの操作通りに動作していないと判定された場合には、その判定された
機器に関する情報を自動的に表示手段１４に表示させる。
【００６６】
　特に、この特高圧機器判定手段１１ｇは、列車のどこの車両に操作通りに動作しない特
高圧機器が搭載されているかも特定するので、その車両情報についても表示手段１４に表
示させる。これにより、ユーザは、適切に動作しない特高圧機器が搭載されている車両を
迅速に判別することができ、その機器を容易に特定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る全体構成図
【図２】本発明の第１の実施形態に係る具体的な構成を示すブロック構成図
【図３】本発明の第２の実施形態に係る構成を示すブロック構成図
【図４】本発明の第３の実施形態に係る構成を示すブロック構成図
【符号の説明】
【００６８】
１０…モニタリング中央装置
１０ａ～１０ｅ…モニタリング端末装置
１１…検査制御部
１１ａ…制御ノッチ情報判定手段
１１ｂ…ブレーキ力判定手段
１１ｃ…ブレーキノッチ情報判定手段
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１１ｄ…電流値判定手段
１１ｅ…主変換ノッチ情報判定手段
１１ｆ…ブレーキバックアップ判定手段
１１ｇ…特高圧機器駆動判定手段
１２…伝送処理手段
１３…入力処理手段
１４…表示手段
１５…記憶手段
２０…制御伝送中央装置
２０ａ～２０ｅ…制御伝送端末装置
２１…ノッチ情報取得手段
２２…中央制御部
２３…伝送処理手段
３０…ブレーキ制御装置
４０…主変換装置
５０…マスコン
６０…試験器
６０…自動列車制御装置（ＡＴＣ試験器）
７０…ＡＴＣブレーキ試験器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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